
議案第８号 埼玉西部消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第１条 新旧対照表 

新 旧 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第２６条 （略）  第２６条 （略）  

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合

を乗じて得た額とする。この場合において、職員に支給す

る勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総

額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合

を乗じて得た額とする。この場合において、職員に支給す

る勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総

額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。 

(１) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員

の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在

（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は

死亡した日現在。次項において同じ。）において受ける

べき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の

合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額 

(１) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員

の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在

（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は

死亡した日現在。次項において同じ。）において受ける

べき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の

合計額を加算した額に100分の95を乗じて得た額の総額 

(２) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤

勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額 

(２) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤

勉手当基礎額に100分の45を乗じて得た額の総額 

３～５ （略） ３～５ （略） 

別表第１（第３条関係） 

給料表 

（略） 
 

別表第１（第３条関係） 

給料表 

（略） 
 

  



議案第８号 埼玉西部消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第２条 新旧対照表 

新 旧 

（初任給、昇格、昇給等の基準） （初任給、昇格、昇給等の基準） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は

一の職から同じ職務の級の初任給基準を異にする他の職に

移った場合における号給は、規則で定めるところにより決

定する。 

４ 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は

一の職から同じ職務の級の初任給基準を異にする他の職に

移った場合における号給は、規則の定めるところにより決

定する。 

５ （略） ５ （略） 

６ 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前１年間におけ

る当該職員の人事評価の結果及び勤務の状況に応じて、行

うものとする。 

６ 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前１年間におけ

るその者の人事評価の結果及び勤務の状況に応じて、行う

ものとする。 

７・８ （略） ７・８ （略） 

９ 前３項の規定にかかわらず、職員が60歳に達した日後最

初の４月１日以後における昇給は、第６項に規定する期間

における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り

行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成

績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。 

 

10 （略） ９ （略） 

11 （略） 10 （略） 

12 （略） 11 （略） 



 12 法第28条の４第１項、第28条の５第１項又は第28条の６

第１項若しくは第２項の規定により採用された職員（以下

「再任用職員」という。）の給料月額は、その者に適用さ

れる給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、そ

の者の属する職務の級に応じた額とする。 

13 法第22条の４第１項又は第22条の５第２項の規定により

採用された職員で法第22条の４第１項に規定する短時間勤

務の職を占めるもの（以下「定年前再任用短時間勤務職

員」という。）の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤

務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員

の欄に掲げる基準給料月額のうち、第２項の規定により当

該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた

額に、勤務時間等条例第２条第３項の規定により定められ

た当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第１

項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とす

る。 

 

第５条 削除 第５条 再任用職員で法第28条の５第１項に規定する短時間

勤務の職を占めるもの（以下「再任用短時間勤務職員」と

いう。）の給料月額は、前条第12項の規定にかかわらず、

この規定による給料月額に、勤務時間等条例第２条第３項

の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項の

規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得

た額（１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て

た額）とする。 

（通勤手当） （通勤手当） 



第13条 通勤手当は次に掲げる職員に支給する。 第13条 通勤手当は次に掲げる職員に支給する。 

⑴ 通勤のため交通機関又は有料の道路（以下この項及び

次項において「交通機関等」という。）を利用してその

運賃又は料金（以下この項及び次項において「運賃等」

という。）を負担することを常例とする職員（交通機関

等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職

員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩に

より通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメ

ートル未満であるもの及び第３号に掲げる職員を除

く。） 

⑴ 通勤のため交通機関又は有料の道路（以下「交通機関

等」という。）を利用してその運賃又は料金（以下「運

賃等」という。）を負担することを常例とする職員（交

通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難で

ある職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで

徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２

キロメートル未満であるもの及び第３号に掲げる職員を

除く。） 

⑵ 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定める

もの（以下この条において「自動車等」という。）を使

用することを常例とする職員（自動車等を使用しなけれ

ば通勤することが著しく困難である職員以外の職員であ

って自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものと

した場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であるも

の及び次号に掲げる職員を除く。） 

⑵ 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定める

もの（以下「自動車等」という。）を使用することを常

例とする職員（自動車等を使用しなければ通勤すること

が著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を

使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤

距離が片道２キロメートル未満であるもの及び次号に掲

げる職員を除く。） 

⑶ （略） ⑶ （略） 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、

当該各号に定める額とする。 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、

当該各号に定める額とする。 

⑴ 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則

で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間

の通勤に要する運賃等の額に相当する額（以下この号に

おいて「運賃等相当額」という。）。ただし、運賃等相

当額を支給単位期間の月数で除して得た額（以下この号

⑴ 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則

で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の

通勤に要する運賃等の額に相当する額（以下「運賃等相

当額」という。）。ただし、運賃等相当額を支給単位期

間の月数で除して得た額（以下「１月当たりの運賃等相



及び第３号において「１月当たりの運賃等相当額」とい

う。）が55,000円を超えるときは、支給単位期間につ

き、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額（当

該職員が２以上の交通機関等を利用するものとして当該

運賃等の額を算出する場合において、１月当たりの運賃

等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員

の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位

期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じ

て得た額） 

当額」という。）が55,000円を超えるときは、支給単位

期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得

た額（その者が２以上の交通機関等を利用するものとし

て当該運賃等の額を算出する場合において、１月当たり

の運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、そ

の者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給

単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を

乗じて得た額） 

⑵ 前項第２号に掲げる職員 支給単位期間につき、次に

定める額（定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単

位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員に

あっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗

じて得た額を減じた額） 

ア～ス （略） 

⑵ 前項第２号に掲げる職員 支給単位期間につき、次に

定める額（再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間

当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあって

は、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得

た額を減じた額） 

ア～ス （略） 

⑶ 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、か

つ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものと

した場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等

の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応

じ、前２号に定める額（１月当たりの運賃等相当額及び

前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当

該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支

給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数

を乗じて得た額）、第１号に定める額又は前号に定める

額 

⑶ 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、か

つ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものと

した場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等

の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応

じ、前２号に定める額（１月当たりの運賃等相当額及び

前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、そ

の者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給

単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を

乗じて得た額）、第１号に定める額又は前号に定める額 

３～６ （略） ３～６ （略） 



（時間外勤務手当） （時間外勤務手当） 

第16条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員

には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務

１時間につき、第22条に規定する勤務１時間当たりの給与

額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じ

てそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則

で定める割合（その勤務が午後10時から翌日の午前５時ま

での間である場合には、その割合に100分の25を加算した

割合）を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。 

第16条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員

には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務

１時間につき、第22条に規定する勤務１時間当たりの給与

額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じ

てそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則

で定める割合（その勤務が午後10時から翌日の午前５時ま

での間である場合は、その割合に100分の25を加算した割

合）を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。 

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略） 

２ 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り

振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のう

ち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務

時間との合計が規則で定める時間に達するまでの間の勤務

に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤

務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ

100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割

合」とあるのは、「100分の100」とする。 

２ 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られ

た日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その

勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との

合計が規則で定める時間に達するまでの間の勤務に対する

前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外

にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125

から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とある

のは、「100分の100」とする。 

３ 勤務時間等条例第５条の規定により、あらかじめ勤務時

間等条例第３条第２項又は第４条の規定により割り振られ

た１週間の正規の勤務時間（以下この条において「割振り

変更前の正規の勤務時間」という。）を超えて勤務するこ

とを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間

を超えて勤務した全時間（規則で定める時間を除く。）に

対して、第１項の規定にかかわらず、勤務１時間につき第

３ 勤務時間等条例第５条の規定により、あらかじめ勤務時

間等条例第３条第２項又は第４条の規定により割り振られ

た１週間の正規の勤務時間（以下この条において「割振り

変更前の正規の勤務時間」という。）を超えて勤務するこ

とを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間

を超えて勤務した全時間（規則で定める時間を除く。）に

対して、第１項（前項の規定により読み替えて適用する場



22条に規定する勤務１時間当たりの給与額に100分の25か

ら100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得

た額を時間外勤務手当として支給する。 

合を含む。）の規定にかかわらず、勤務１時間につき第22

条に規定する勤務１時間当たりの給与額に100分の25から

100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た

額を時間外勤務手当として支給する。 

４ 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤

務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時

間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の

勤務時間を超えてした勤務の時間（規則で定める時間を除

く。）との合計が１月について60時間を超えた職員には、

その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第１項又は

前項の規定にかかわらず、勤務１時間につき、第22条に規

定する勤務１時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外に

した勤務の時間にあっては100分の150（その勤務が午後10

時から翌日の午前５時までの間である場合には、100分の

175）、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務

の時間にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務

手当として支給する。 

４ 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤

務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時

間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の

勤務時間を超えてした勤務の時間（規則で定める時間を除

く。）との合計が１月について60時間を超えた職員には、

その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第１項（第

２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は

前項の規定にかかわらず、勤務１時間につき、第22条に規

定する勤務１時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外に

した勤務の時間にあっては100分の150（その勤務が午後10

時から翌日の午前５時までの間である場合は、100分の

175）、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務

の時間にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務

手当として支給する。 

５ 勤務時間等条例第９条第１項に規定する時間外勤務代休

時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間

に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を

超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指

定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対して

は、当該時間１時間につき、第22条に規定する勤務１時間

当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間に

あっては100分の150（その時間が午後10時から翌日の午前

５ 勤務時間等条例第９条第１項に規定する時間外勤務代休

時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間

に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を

超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指

定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対して

は、当該時間１時間につき、第22条に規定する勤務１時間

当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間に

あっては100分の150（その時間が午後10時から翌日の午前



５時までの間である場合には、100分の175）から第１項に

規定する規則で定める割合（その時間が午後10時から翌日

の午前５時までの間である場合には、その割合に100分の

25を加算した割合）を減じた割合、割振り変更前の正規の

勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50か

ら第３項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じ

て得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。 

５時までの間である場合は、100分の175）から第１項に規

定する規則で定める割合（その時間が午後10時から翌日の

午前５時までの間である場合は、その割合に100分の25を

加算した割合）を減じた割合、割振り変更前の正規の勤務

時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50から第

３項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得

た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。 

６ （略） ６ （略） 

（期末手当） （期末手当） 

第23条 （略） 第23条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて

得た額に、基準日以前６月以内の期間における当該職員の

在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて

得た額に、基準日以前６月以内の期間におけるその者の在

職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

割合を乗じて得た額とする。 

⑴～⑷ （略） ⑴～⑷ （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用

については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の

67.5」とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項

中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」とする。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第26条 勤勉手当は、６月１日及び12月１日（以下この項か

ら第３項までにおいてこれらの日を「基準日」という。）

にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前に

第26条 勤勉手当は、６月１日及び12月１日（以下この条に

おいてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職

する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事



おける直近の人事評価の結果及び基準日以前６月以内の期

間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する

月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前１月以

内に退職し、又は死亡した職員（規則で定める職員を除

く。）についても、同様とする。 

評価の結果及び基準日以前６月以内の期間における勤務の

状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める

日に支給する。これらの基準日前１月以内に退職し、又は

死亡した職員（規則で定める職員を除く。）についても、

同様とする。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合

を乗じて得た額とする。この場合において、職員に支給す

る勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総

額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合

を乗じて得た額とする。この場合において、職員に支給す

る勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総

額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。 

⑴ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の

職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ

の基準日現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、

退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。）に

おいて受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域

手当の月額の合計額を加算した額に100分の100を乗じて

得た額の総額 

⑴ 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の

勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退

職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡

した日現在。次項において同じ。）において受けるべき

扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計

額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額 

⑵ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該

定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分

の47.5を乗じて得た額の総額 

⑵ 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉

手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額 

３～５ （略） ３～５ （略） 

（定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外） （再任用職員についての適用除外） 

第27条 第４条第３項、第４項及び第６項から第11項まで、

第９条、第10条並びに第12条の規定は、定年前再任用短時

間勤務職員には適用しない。 

第27条 第９条、第10条及び第12条の規定は、再任用職員に

は適用しない。 



附 則 附 則 

１～６ （略） １～６ （略） 

７ 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した

日後における最初の４月１日（附則第９項において「特定

日」という。）以後、当該職員に適用される給料表の給料

月額のうち、第４条第２項の規定により当該職員の属する

職務の級並びに同条第３項、第４項、第７項及び第８項の

規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70

を乗じて得た額（当該額に、50円未満の端数を生じたとき

はこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたと

きはこれを100円に切り上げるものとする。）とする。 

 

８ 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。  

⑴ 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定

めて任用される職員及び非常勤職員 

 

⑵ 埼玉西部消防組合職員の定年等に関する条例（平成25

年条例第16号）第９条第１項又は第２項の規定により法

第28条の２第１項に規定する異動期間（同条例第９条第

１項又は第２項の規定により延長された期間を含む。）

を延長された同条例第６条に規定する職を占める職員 

 

⑶ 埼玉西部消防組合職員の定年等に関する条例第４条第

１項又は第２項の規定により勤務している職員（同条例

第２条に規定する定年退職日において前項の規定が適用

されていた職員を除く。） 

 

９ 法第28条の２第４項に規定する他の職への降任等をされ  



た職員であって、当該他の職への降任等をされた日（以下

この項及び附則第11項において「異動日」という。）の前

日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、

特定日に附則第７項の規定により当該職員の受ける給料月

額（以下この項において「特定日給料月額」という。）が

異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の

70を乗じて得た額（当該額に、50円未満の端数を生じたと

きはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じた

ときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項

において「基礎給料月額」という。）に達しないこととな

る職員（規則で定める職員を除く。）には、当分の間、特

定日以後、附則第７項の規定により当該職員の受ける給料

月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相

当する額を給料として支給する。 

10 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員

の受ける給料月額との合計額が第４条第２項の規定により

当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額

を超える場合における前項の規定の適用については、同項

中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第４

条第２項の規定により当該職員の属する職務の級における

最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とす

る。 

 

11 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員

（附則第７項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第９

項に規定する職員を除く。）であって、同項の規定による

給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる

 



職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、

規則で定めるところにより、前２項の規定に準じて算出し

た額を給料として支給する。 

12 附則第９項又は前項の規定による給料を支給される職員

以外の附則第７項の規定の適用を受ける職員であって、任

用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上

必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の

受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前３

項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。 

 

13 附則第９項又は前２項の規定による給料を支給される職

員に対する第23条第５項（第26条第４項において準用する

場合を含む。）の規定の適用については、同項中「給料の

月額」とあるのは、「給料の月額と附則第９項、第11項又

は第12項の規定による給料の額との合計額」とする。 

 

14 附則第７項から前項までに定めるもののほか、附則第７

項の規定による給料月額、附則第９項の規定による給料そ

の他附則第７項から前項までの規定の施行に関し必要な事

項は、規則で定める。 

 

 

  



議案第８号 埼玉西部消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第２条 新旧対照表 

新 旧 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

給料表 給料表 

職員

の区

分 

 職務の

級 

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 

号給 給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員以

外の

職員 

略 略 略 略 略 略 略 略 略 略 

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員 

 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

円 

187,70

0 

円 

215,20

0 

円 

255,20

0 

円 

274,60

0 

円 

289,70

0 

円 

315,10

0 

円 

356,80

0 

円 

389,90

0 

円 

441,00

0 

 

職員

の区

分 

 職務の

級 

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 

号給 給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

再任

用職

員以

外の

職員 

略 略 略 略 略 略 略 略 略 略 

再任

用職

員 

 
187,70

0 

215,20

0 

255,20

0 

274,60

0 

289,70

0 

315,10

0 

356,80

0 

389,90

0 

441,00

0 

 

 

 


